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１ 基本チェックリスト 
 

 

 

No. 質 問 項 目 回  答 

1 バスや電車で1人で外出していますか はい 0点 いいえ 1点 

2 日用品の買物をしていますか はい 0点 いいえ 1点 

3 預貯金の出し入れをしていますか はい 0点 いいえ 1点 

4 友人の家を訪ねていますか はい 0点 いいえ 1点 

5 家族や友人の相談にのっていますか はい 0点 いいえ 1点 

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか はい 0点 いいえ 1点 

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか はい 0点 いいえ 1点 

8 15分位続けて歩いていますか はい 0点 いいえ 1点 

9 この1年間に転んだことがありますか はい 1点 いいえ 0点 

10 転倒に対する不安は大きいですか はい 1点 いいえ 0点 

11 6ヵ月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか はい 1点 いいえ 0点 

12 
身長:    ｃｍ   体重:         ｋｇ            （ＢＭＩ＝           ） 

ＢＭＩ＝体重 (kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m) が 18.5未満の場合に該当とする。  

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか はい 1点 いいえ 0点 

14 お茶や汁物等でむせることがありますか はい 1点 いいえ 0点 

15 口の渇きが気になりますか はい 1点 いいえ 0点 

16 週に１回以上は外出していますか はい 0点 いいえ 1点 

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか はい 1点 いいえ 0点 

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか はい 1点 いいえ 0点 

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか はい 0点 いいえ 1点 

20 今日が何月何日かわからない時がありますか はい 1点 いいえ 0点 

21 （ここ2週間）毎日の生活に充実感がない はい 1点 いいえ 0点 

22 （ここ2週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった はい 1点 いいえ 0点 

23 （ここ2週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる はい 1点 いいえ 0点 

24 （ここ2週間）自分が役に立つ人間だと思えない はい 1点 いいえ 0点 

25 （ここ2週間）わけもなく疲れたような感じがする はい 1点 いいえ 0点 

◎次のいずれかに該当する方は、生活機能低下がみられる可能性があります。 

①No.1～20の合計が 10点以上      ⑤No.16に該当    1点 

②No.6～10の合計が  3点以上      ⑥No.18～20の合計が 1点以上 

③No.11～12の合計が 2点         ⑦No.21～25の合計が 2点以上 

④No.13～15の合計が 2点以上 

※基本チェックリストに該当するようであれば地域包括支援センターへご相談ください。それぞれの人に 

あった福祉サービスや介護予防、介護保険サービスなどをご紹介します。 

基本チェックリストは、自らの生活機能の低下を判断し、介護予防の取り組みをすすめるための質問

票です。 
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２ 生きがいづくりと介護予防 

   要介護状態にならないように、運動や脳機能訓練、交流を通して、健康な心と体を

保ちましょう。またすでに要介護状態にあっても、状態の改善、悪化予防に取り組み、

住み慣れた地域で暮らしていきましょう。 

 

(１)介護予防教室など    問い合わせ先 高齢者福祉係 ☎３７―１２５４ 

要介護認定で要支援１・２と認定された人や、基本チェックリストで判定された介 

  護予防・生活支援サービス事業対象者は、市が行う介護予防・生活支援サービス事業 

  を利用できます。また、自立した生活を送れる人も介護予防に関する講習会など一般 

  介護予防事業に参加できます。 

事業名 対象者 内容 

いきいき 

サロン 

65歳以上で「基本

チェックリスト」

により生活機能

の低下がみられ

た人 

 

社会的孤立、閉じこもり等、介護予防を必要とする人

が対象です。健康体操、レクリエーション、脳刺激訓練、

手芸、作品作り、健康講話などを行っています。週１回

利用できます。 

※通所介護相当サービスと併用することはできません。 

元気はつらつ 

教室 

【通所型元気はつらつ教室】 

３か月間の 12 回（週１回）コースで、個別の計画に

そって運動を実践します。筋力やバランス能力を向上さ

せ、転びにくい身体を目指します。参加者同士の交流等

も行いながら楽しく行います。    

※各コースとも利用料あり。 

【訪問型元気はつらつ教室】 

およそ３か月間の４回（月１回程度）コースで、個別

の計画にそって作業療法士とトレーニング等を行い、体

力づくりをします。１回あたりの時間は１時間 30 分程

です。 

通所介護 

相当サービス 

通所介護施設（デイサービスセンター）で食事・入浴

などの基本的なサービスや、生活行為向上のための支援

など介護予防サービスを行います。また、その人の目標

にあわせた選択的サービスも提供します。 

※いきいきサロンとの併用はできません。 

介護予防教室 
65 歳以上のすべ

ての人 

運動器の機能低下予防（ロコモ予防）や認知症予防の

ための教室を開催します。各教室については「広報菊川」

などで開催時期に合わせて募集します。 

その他にも、地域サロン等で、健康体操、歯と口の健

康、認知症予防の教室を開催します。 
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（２）地域のつながり支援 

   趣味やボランティア、シニアクラブや地域サロンなどを通して積極的に外へ出て地 

域社会との接点を持ちましょう。人との絆が心を豊かにし、認知症予防に役立ちます。 

 

３ 安心して暮らすために 

認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、生

活、介護、権利擁護などの支援を上手に使いましょう。 

(１)生活を支える市の事業   問い合わせ先 高齢者福祉係 ☎３７―１２５４ 

事業名 対象者 内容 

生活管理指導 

短期宿泊事業 

65 歳以上の要介護認

定を受けておらず、日

常生活動作がほぼ自

立している人 

一時的に養護老人ホームに入所させ、日常生活

の指導・支援を実施します。利用にあたっては、

健康診断が必要です。利用料は、１日 3,810円で

す。 

訪問介護 

相当サービス 

65 歳以上で「基本チ

ェックリスト」により

生活機能の低下がみ

られた人 

利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘ

ルパーが居宅を訪問し、入浴や食事などの生活の

支援を行います。※訪問型軽度生活援助サービス

との併用できません。 

事業名 内容 問い合わせ先 

シニアクラブ 
地域での仲間づくりを通して生きがいと健康

づくり、生活を豊かにする活動を行っています。 

☎３５―３７２４ 

社会福祉協議会 

地域サロン 

地域内の高齢者の健康づくりのための体操や

レクリエーション及びゲームなどを行ったり、地

域住民とのふれあいなど交流を図っています。 

ボランティア 
趣味、特技、技術を使って参加できるボランテ

ィア活動があります。 

またきて 

カフェ 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らして

いけるために、認知症の人やその家族、地域住民、

専門職等の誰もが参加できる集いの場です。 

・またきてカフェ in報恩寺 

 ・またきてカフェ inウエルシア（潮海寺） 

・またきてカフェ「うらら」 

・またきてカフェ「和」 

☎３７―１２５４ 

高齢者福祉係 

チーム 

オレンジ 

認知症の人やその家族が参加しやすい居場所

づくりや、当事者が取り組みたい活動の実現に向

けたサポートを行っています。チーム名を「ビス

ケット（微助っ人）として活動しています。 
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事業名 対象者 内容 

訪問型軽度 

生活援助 

サービス 

65 歳以上で「基本チ

ェックリスト」により

生活機能の低下がみ

られた人 

普段の生活におけるちょっとした困りごとな

ど、身体介護以外の生活支援を行います。シルバ

ー人材センター会員（日常生活応援隊）によるサ

ービス提供となります。※訪問介護相当サービス

との併用できません。 

配食サービス 

65 歳以上で、ひとり

暮らしまたは高齢者

のみの世帯で、食事の

調理が困難な人 

昼食を配達し、高齢者を見守りながら食生活の

改善と健康増進を図ります。平日週 3回まで利用

可能です。１食につき市が 300円の補助を行いま

す。 

緊急通報 

システム 

65 歳以上でひとり暮

らしまたは高齢者の

みの世帯、または身体

障がい者のみ世帯 

急病などの緊急時に対応できる緊急通報シス

テム(非常ボタン)を希望する世帯に設置します

（ただし、NTTと契約している世帯に限ります）。

取り付け工事費を市が負担します。月々の利用料

は本人負担です。 

介護者手当て 

支給事業 

要介護３以上の高齢

者を継続して６か月

以上在宅で介護して

いる同居の介護者 

介護の労をねぎらう目的で４か月ごと年３回

に分けて介護者に支給します。 

紙おむつ 

支給事業 

要介護４以上かつ市

民税非課税世帯で、1

か月以上在宅で介護

を受けている人 

１か月 2,500円の範囲内でテープ止めタイプの

紙おむつ・リハビリパンツ・尿とりパットのうち、

希望される紙おむつ等が現物支給されます。 

移送サービス

事業 

要介護３以上または

身体障害者手帳１・２

級の方で自力歩行が

出来ない人、かつ家庭

での移送や交通機関

の利用も困難な人 

リフト付き車両で、通院や入退院時の送迎を実

施します。利用料は無料（月２回まで）です。 

認知症高齢者

等探索機器（Ｇ

ＰＳ）利用支援 

要支援 1 以上で徘徊

行動がある認知症高

齢者の介護者等 

パソコンや携帯電話から専用ページにアクセ

スすることで、探索端末（ＧＰＳ）を携帯する高

齢者の居場所を確認できます。初期費用は市が負

担します。月々の利用料は本人負担です。 

・事前登録事業 

 

・ＱＲコードシ

ール配付事業 

徘徊行動がある認知

症高齢者の介護者等 

行方不明時に備え、事前に名前や連絡先などを

市の名簿に登録し、警察署と共有します。登録者

には衣服に付けられるＱＲコードシールを配布

し、行方不明者等の緊急時の早期発見・保護に繋

げます。 
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 (２)見守り支援 

   高齢者が暮らしやすい地域づくりをするためには、市民のみなさんからの協力を得 

ながら、市全体で高齢者を支えていくしくみづくりが行なわれています。 

事業名 内容 問い合わせ先 

高齢者見守り 

ネットワーク 

市全体で高齢者を支えていくために、医療

機関や金融機関、商店など高齢者が立ち寄る

機会が多い機関や団体に日頃の見守りにつ

いて協力をお願いしています。約 300か所の

事業所が登録されています。 

☎３７―１１２０ 

菊川市地域包括 

支援センター 

認知症サポーター 

養成講座 

地域で認知症を見守る応援者を増やすた

め、認知症サポーター養成講座を開催しま

す。また、出前行政講座でも実施しています。 
☎３７―１２５４ 

高齢者福祉係 

わんわんパトロール隊 

犬の散歩を地域の見守り活動として実施

します。認知症サポーター養成講座修了者の

うち、希望者に認定証とバンダナをお渡しし

ます。 

 

(３)権利擁護 

  高齢者のみなさんが安心していきいきと暮らすために、みなさんの持つさまざまな

権利を守ります。 

事業名 内容 問い合わせ先 

成年後見制度 

利用支援 

判断能力が十分でない認知症高齢者等の

財産や権利を守るための成年後見制度の説

明や相談、申し立ての支援をします。 

☎３７―１１２０ 

菊川市地域包括 

支援センター 

高齢者虐待防止 

養護者による虐待（身体的虐待、心理的虐

待、性的虐待、経済的虐待、介護、介護・世

話の放棄・放任）の防止を行っていきます。 

虐待を受けた高齢者を保護するとともに

養護者に対しても地域包括支援センター等

の協力を得て支援（介護の疲れ、悩みの相談）

を行っていきます。 

☎３７―１２５４ 

高齢者福祉係 
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(４)家族介護支援  

問い合わせ先 菊川市地域包括支援センター ☎３７―１１２０ 

事業名 内容 

介護者のつどい 

家庭での介護方法の学習と介護者同士の交流やリフレッ

シュを目的に「介護者のつどい」を開催しています。介護

は未経験という方や、介護経験者でも参加は可能です。 

またきてカフェ（再掲） 
介護なんでもおしゃべり会を菊川地域、小笠地域で年２回

ずつ実施します。詳細は 11ページに掲載。 

 

(５)介護保険サービス     問い合わせ先 介護保険係 ☎３７―１２５３ 

介護保険サービスを利用するためには申請が必要です。 

       全戸配布されているパンフレット『つながる・ささえる わたしたちの介護保険』

をご覧いただき、不明な点はお問い合わせください。 

 

(６)その他 

  ・介護保険サービスやその他の生活支援サービスを使いたい場合 

   相談窓口（５ページ）、または担当ケアマネジャーへご相談ください。 

  ・自動車運転免許に関する心配ごとは、菊川警察署（☎ ３６―０１１０）または、か 

かりつけ医へご相談ください。 

・徘徊に困ったら・・・ 

事前にできること 

・服や持ち物などに氏名や連絡先を書いておきましょう。 

 また、ＱＲコード配布事業を利用しましょう。 

・ご近所や友人、よく立ち寄る店等に事情を話して、見か

けたら声をかけて同行したり、引き留めてもらうようあ

らかじめお願いしておきましょう。 

行方不明が発覚したら 

・行方不明に気づいたときは、すぐに警察署に捜索依頼を

出すことが大切です。写真や当日の服装などの情報を添

えて届け出をしてください。  
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・コールセンター等 

 事業名 内容 問い合わせ先 

静岡県認知症コ

ールセンター 

介護経験のある相談員（「認

知症の人と家族の会」静岡県支

部の会員）が認知症の対応、介

護の悩み等様々な相談をお受

けします。 

☎０１２０―１２３―９２１ 

受付曜日 月・木・土・日 

時間 午前 10時～午後３時 

※祝日及び年末年始 

（12/29～１/３）を除く 

若年性認知症 

相談窓口 

若年性認知症の方や家族に

対し、その置かれた状態に応

じた適切な支援を行うため、

相談窓口に若年性認知症支援

コーディネーターを配置し、

医療、福祉、就労等の総合支

援を行います。 

☎０５４－２５２－９８８１ 

（静岡県社会福祉会） 

受付曜日 月・水・金 

時間 午前９時～午後４時 

（祝日及び年末年始を除く） 

若年性認知症 

コールセンター 

若年性認知症に関する様々

な相談について、専門の教育

を受けた相談員が対応しま

す。 

☎０８００－１００－２７０７ 

受付曜日 月～土 

時間 午前 10時～午後３時 

水曜日のみ午前 10時～ 

午後７時 

（年末年始・祝日は除く） 

若年性認知症 

サポート 

センター 

若年性認知症にかかわる医

療・福祉・行政・NPO 等関係

者のネットワークを図りなが

ら、本人及び家族が尊厳を保

ち、安心して暮らせる社会の

実現を目指してつくられた

NPO 法人です。情報がなく、

お困りのときには御利用くだ

さい。 

☎０３―５９１９―４１８６ 

受付曜日 月・水・金 

時間 午前 10時 ～午後５時 
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ご自身の考えを周りの人にきちんと理解してもらい、自分らしい生活を続けていくには、

自分の「想い」として記入しておくと、周囲の人が課題に対処しやすくなります。 

大切にしていること、人にわかってほしいことをメモしましょう。 

      

呼び名 

（こう呼んでほしい） 
 

私の大切な人・存在  

私のふるさとや 

なつかしい土地 
 

私の大切な思い出  

私の楽しみ・喜び  

好きな食べ物・飲み物  

嫌いな食べ物・飲み物  

不安や心配ことは・・  

病名や病状に関する 

告知の希望 
 

医療、介護や暮らしの支援に 

ついて願いや希望 
 

その他、私が伝えたいこと 

知ってほしいこと 
 

 

記入日 令和  年  月  日   氏名                        

４ 私の「大切なこと」メモ 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©菊川市 

お問い合わせ先  

菊川市 長寿介護課 高齢者福祉係 

電話（0537）37-1254  令和７年３月  


